
⼤�⼩��ＰＴＡ
         個�情����則

�１� さいたま�立⼤�⼩��ＰＴＡ（�下、「ＰＴＡ」という。）が保有する個�情�の�正な�
り�いと活動の円滑な��を�るため、個�の�利・利�を保�することを⽬的に、ＰＴＡ�員��
�びその他の個�情�の�り�いについて�めるものとする。

 

（責 �）

�２� ＰＴＡは個�情�保�に�する�令を��するとともに、ＰＴＡ活動において個�情�の保
�に�めるものとする。

 

（�理者）

�３� ＰＴＡにおける個�情�の�理者は、ＰＴＡ��とする。

 

（��者）

�４� ＰＴＡにおける個�情�の��者は�員�び�員�とする。

 

（��保持義�）

�５� 個�情�の�理者・��者は、��上知ることができた個�情�をみだりに他�に知らせ、
�は不当な⽬的に使⽤してはならない。その�を�いた�も同�とする。

 

（����）

�６� ＰＴＡは個�情�を��するときは、あらかじめその個�情�の利⽤⽬的を決め、��に�
⽰する。なお、�配慮個�情�などを��する場�はあらかじめ��の同�を得る。

 

（利 ⽤）

�７� �得した個�情�は、�の⽬的の為に利⽤する。



（１）���金、�理、ＰＴＡ活動��作成、その他の�書の配付

（２）�員��、�����、�員��、�����の作成・�⽤

（３）ＰＴＡ⾏事等の����、���員��員����

（４）���、ホームページの作成などにおける��掲�等

（５）�����び��団体からの�頼

 

（利⽤⽬的による制�）

�８� ＰＴＡは、あらかじめ��の同�を得ないで、�７���により��された利⽤⽬的の�成
に必�な範囲を超えて、個�情�を�り�ってはならない。

 

（� 理）

�９� 個�情�は�理者または��者が�正に�理する。また、不�となった個�情�は�理者立
ち�いのもとで、�正かつ�やかに��するものとする。

 

（保�および持�し等）

�10� 保有する個�情�は、漏洩を�⽌するために�切な状�を保持し保�する。また、�り�い
または持ち�す場�は漏洩�⽌策を�切に⾏う。

 

（�三者提供の制�）

�11� 個�情�は�にあげる場�を�き、あらかじめ��の同�を得ないで�三者に提供してはな
らない。

（１）�令に基づく場�

（２）�の⽣�、�体�は財�の保�のために必�な場�

（３）���⽣の向上�は児�の���成の��に必�がある場�

（４）国の��もしくは地��共団体�はその��を受けた者が�令の�める事�を�⾏することに
�して協⼒する必�がある場�

 

�12� 個�情�を�三者に提供したときは、事項について��を作成し、保�する。

１．�三者の��



２．提供する��者の��

３．提供する情�の項⽬

４．提供する��者の同�を得ている旨

 

（�三者提供を受ける�の��等）

�13� �三者から個�情�の提供を受けるときは、�の事項について��を作成し、保�する。

１．�三者の��

２．�三者が個�情�を�得した��

３．提供を受ける��者の��

４．提供を受ける情�の項⽬

５．��者の同�を得ている旨（事業者でない個�から提供を受ける場�は��不�）

 

（情�開⽰等）

�14� ＰＴＡは、��から個�情�の開⽰、利⽤�⽌、��、削�を�められたときは、�令に�
ってこれに�じる。

 

（漏洩時等の��）

�15� 個�情�を漏洩等（�失�む）した�れがあることを把�した場�は、�ちに�理者へ�告
しなければならない。

 

（研 �）

�16� ＰＴＡは個�情�の��者に�して、�期的に個�情�の�り�いに�する留�事項につい
て研�を��する。

 

（苦情の処理）

�17� ＰＴＡは個�情�の�り�いに�する苦情の�切かつ��な処理に�めなければならない。

 

付 則     ��則は、平成30年5⽉1⽇より�⾏する。


